
令和7年11月28日午前11時判決言渡し (101号法廷)

令和6年(ネ)第186 1号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟控訴事件(原審・

東京地方裁判所令和3年(ワ)第7645号)

担当部：東京高等裁判所第24民事部(東亜由美(ひがし あゆみ)裁判長)

当事者名：控訴人ら (1審原告) 山縣真矢外7名＇

被控訴人 (1審被告) 国

主文

1 本件各控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

別紙判決要旨記載のとおり



5

10

15

20

25

1 事案の要旨(判決書第2の1)

本件は、法律上の性別を同じくする者との間で法律婚制度を利用することを希望 

する控訴人らが、民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が現行の法律婚制度を利用 

できる者を法律上異性の者同士に限定しているのは、憲法 24条1項、 2項、 14条 

1項に適合しておらず、これらの条項に違反する憲法違反があるにもかかわらず、被 

控訴人が、正当な理由なく長期にわたって、同性の者同士の婚姻を可能とする立法措 

置を講ずるべき義務を怠っていることが国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価 

を受けるなどと主張して、被控訴人に対し、同項に基づき、慰謝料の支払を求める事 

案である。

原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らがこれを不服として 

控訴した。

2 国家賠償法上の違法の意義と立法に関して控訴人らが置かれている状況につい 

て(判決書第4の4(1)、(2))

(1) 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権ヵの行使に当たる公務員が個 

別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたと 

きに、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである(最高 

裁昭和60年11月21日第一小法廷判決)。‘

(2) ところで、性自認及び性的指向(性自認等)は、今日、人の重要な個性であり、 

性自認等に従った法令上の取扱いを受けることは、人の人格的存在と結びついた重 

要な法的利益である(最高裁令和5年10月2 5日大法廷決定参照)。また、今日で 

は、異性の者同士に加え、同性の者同士が、永続的な精神的及び肉体的結合を目的と 

して真摯な意思をもって共同生活を営む人的結合関係は、一つの家族の姿として社 

会的承認を受けていると認められる。このような同性の者同士の結合関係は、いわば

「同性の者同士の事実婚」とでも呼ぶべき性質のものである。このような同性の者同 

士の事実婚は、少なくとも、私的領域において、事実婚と同様の法的性質のものであ
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る。しかし、事実婚については、単に手続を欠くだけの婚姻であり、特段、届出の有 

無を重要視しないというのが今日の一般的な国民感情であると思われるのに、控訴 ＇ 

人らば、実際には、私的な日常生活の様々な場面で、事実婚とも異なる状況に置かれ 

ている。

(3) 令和5年制定のLGBT理解増進法の規定内容からすると、この状況は、性自 

認等の多様性に対する国民の理解不足に由来するところが大きいものと考えられる。 

そして、国際的には、この種の理解不足に由来する差別を解消する方策の一つとし 

て、同性の者同士に係る家族に関する法制度を創設し、その関係を公証する取組が進 

められ、我が国に対しても、そのような法制度の創設が勧告されている。

ところが、我が国における立法の検討状況をみると、法律婚制度については、社会 

状況の変化を踏まえた改正が随時行われる一方で、同性の者同士に係る家族に関す 

る法制度については、少なくとも約10年前から、政府において、国会等で慎重な検 

討を要すると政府が答弁等をしながら、その慎重な検討を開始したことをうかがわ 

せる証拠がなく、国会においては、法律案が提出されても、審議が開始されないとい 

う状況にある。このことからは、かえってその慎重な検討は開始されていないことも 

うかがえるのであって、その検討状況は、客観的にみて、控訴人らが性自認等に従っ 

た法制度上の取扱いを受けるという人格的存在と結びついた重要な法的利益が十分 

に尊重されているとは評し難い状況にある。また、背景にある国民の理解不足との関 

係でも、 LGBT理解増進法において、役割が定められた国、地方公共団体及び民間 

企業(同法4～6条)のうち、地方公共団体及び民間企業では、同性の者同士の結合 

関係を家族として取り扱う動きが広がっているのに、国のみが、上記のような検討状 

況にあり、同法8条に基づいて政府が定めるべき基本計画さえ、同法の制定から2年 

以上が経過した現時点でも策定されたとの立証がない。

(4) 以上の諸点に照らすと、本件の主張立証の限りでは、被控訴人の関係行政機関 

が、 LGBT理解増進法に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンテイティの多様 

性に関する国民の理解の増進に関する施策を的確に実施していれば、このような状
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て社会的承認を受けた人的結合関係であり、諸外国の立法例をみても、同性の者同士 

に係る家族に関する法制度は、多種多様な制度設計があり、国ごとに多様な選択決定 

がされていることからすると、我が国に限って、同性の者同士に係る家族に関する法 

制度の内容が、直ちに憲法24条1項の婚姻と全く同一のものに定まり、国会による 

制度内容の選択決定が憲法上許され 解する合理的な理由

なお、控訴人らは憲法24条1項の類推適用についても主張するが、この主張も同 

様に採用できない。

ウ 以上によれば、同性の者同士の結合関係(同性の者同士の事実婚)が憲法24 

条の「婚姻」に含まれ、又はこれに同条1項の類推適用がされるとは解されず、同性 

の者同士が憲法上「婚姻」の自由を保障されているとはいえないから、本件諸規定が 

憲法24条1項に違反する旨の控訴人らの主張は、採用することができない。

(3) 本件諸規定が憲法14条1項に違反するか(争点(2))について(判決書第4の 

2)'

ア 本件区別取扱いと憲法14条1項適合性の判断基準等について

と異性の者同士との間には、法律婚に関する民法及び戸籍法の規定

(本件諸規定)により、法律婚制度を利用できるか否か、その利用の可否に関する区 

別(本件区別取扱い)が生じている。

本件区別取扱いについては、憲法24条2項が立法府に与えた裁量権を考慮して 

も、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づかないものと認められる場合には、憲法 

1 4条1項に違反するものと解するのが相当である。

イ本件諸規定による本件区別取扱いの合理性について

婚姻及び家族に関する事項は、その具体的内容の決定を国会の合理的裁量に委ね 

た憲法24条2項の下、関連する法制度においてその具体的内容が定められていく 

ものであることから、当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものである(最高裁 

平成27年12月16日大法廷判決〔10 2 3号〕)。そして、民法が採用した法律 

婚制度は、 「一の夫婦とその間の子」の結合体を、社会の基礎的な構成単位となる基
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昭和22年当時に比べ、今日の実際の社会の基礎的な構成単位は多様化し、もはや

「一の夫婦とその間の子」から成る家族「のみ」が社会の基礎的な構成単位であると

は評価し難い社会状況にある。また、現時点では、同性の者同士の事実婚も、一つの

家族の姿として社会的承認を受けており、国会が選択決定する婚姻及び家族に関す 

る法制度の制度設計は、本件制度設計のみに限られない。

しかしながら、生まれる子の側からみれば、 1,0 0％近くが夫婦の間の子として出 

生して養育され、 「一の夫婦とその間の子」として社会生活を営んでおり、そのよう 

な国民が、なお全体の4分の1に及ぶ社会状況にある。また、憲法が、その前文にお 

いて「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する。」とうたうよう 

に、国家は、国民社会が世代を超えて維持されることを前提とする。そして、男女の 

性的結合関係による子の生殖が、今なお世代を超えて国民社会を維持する上で社会 

的承認を受けた通常の方法であることにも変わりはなく、この方法をおいて、国民社 

会が世代を超えて安定的に維持されることを期することは困難である。加えて、婚姻 

数が減少し、末婚率が男女共に上昇しても、生まれてくる子のほぼ全てが嫡出子であ 

るという事実は、「一の夫婦とその間の子」という結合体を形成しようとする異性の 

者同士にとって、現行の法律婚制度が、生まれてくる子の出生環境を整えるという観 

点から実際に有用な制度であることを、優に推認させるものである。

そうすると、他にも制度設計があり得るとしても、 「一の夫婦とその間の子」の結 

合体を一つの家族の姿として想定する本件制度設計自体はなお合理的なものであり、 

本件制度設計に立って、夫婦としてどうあるべきかという観点のみならず、その間に 

生まれてくる子の父母としてどうあるべきかという観点から具体的な婚姻の要件及
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び効果を定めることには、現在

婦」を法律上の男性である夫と法律上の女性である妻と解することは、上記立法目的 

との関連において合理性を有している。そして、本件諸規定が存在しなければ、誰も 

婚姻ができなくなり、憲法13条、・ 24条に違反する結果となるから、その存在が憲 

法に違反することもあり得ない。したがって、本件諸規定による本件区別的取扱い 

は、事柄の性質上、合理的な根拠に基づくものといえる。

ウ 憲法14条1項の要請として法律婚制度への包摂が求められるとの控訴人ら 

の主張について

控訴人らは、今日までの社会状況の変化に伴い、同性の者同士は、憲法14条1項 

の要請として現行の法律婚制度への包摂が求められる旨主張する。

のであり、簡易な届出により、夫婦や親子関係についての関連する法制度の全体を利 

用することを可能とする趣旨の規定である。一方で、憲法24条2項により国会が見 

据えるべき夫婦と親子関係についての全体の規律は、本件制度設計の下で、昭和22 

年から現在までに、私的領域及び公的領域における多数かつ多種多様な関連する法 

制度が相互に作用・影響し合って形成されてきたものである。この関連する法制度の

中には、本件制度設計と切り離せないものからこれと係わりないものまで濃淡があ 

り得るところ、新たに社会的承認を受けた家族の姿について法制度を創設する場合 

には、その全体の規律を構成する個々の法制度との整合性や妥当性といった国会の 

多方面にわたる総合的な検討と合理的な裁量判断による制度設計を含めた選択決定 

が必要不可欠になると解される。

本件諸規定のみをみても、 「夫婦とその間の子」を同じ氏とすることは、本件制度 

設計と密接不可分に関わるが、生まれてくる子の氏の問題のない同性の者同士の人 

的結合関係にこの規律を及ぼすのかや、近親婚の規律などについても様々な意見が 

あり得る。さらに、性自認が身体的な性別と同じ者については、その身体的な性別も 

また個人の重要な人格的個性であり、具体的な法制度の内容の詳細は、そのことも踏

'8
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をその制度本来の目的とするものではない。一方で、性自認等の多様性に対する国民 

の理解不足を解消する方策も、家族に関する法制度の創設だけではなく、例えば、差 

別を禁止する明示的な法律を立法するという方策もあり得る。そうすると、憲法24 

条2項は、国会が、社会状況における要因の一つとして、性自認等を理由とする差別

5 の実情をも踏まえつつ、夫婦や親子関係についての全体の規律を見据え、多方面にわ

たる検討と総合的かつ合理的な裁量判断により、差別の解消を目的として法制度を 

創設するか否か、創設するとしてその内容をどこまで現行の法律婚と同じものにす 

るかなど、制度設計を含めた選択決定をすることを求めていると解される。

(り) そして、国会自体も、全体が立法に全く取り組んでいないという状況にはな

• <、質疑がされ、審議は開始されないものの、複数回、法律案が提出されている状況 

にある。憲法が立法裁量に委ねた事柄について、国会内で実際に審議の求めがある以 

上、憲法は、第一次的には国会が、多方面にわたる検討と総合的かつ合理的な裁量判 

断により、国民の代表機関として自ら上記の選択決定をすることを求めていると解 

される。そうすると、それを待っことなく、現時点の状況をもって、憲法上客観的に 

保障された権利が実現していない状況と同視することはできない。

以上のところに加え、同性の者同士に係る家族に関する法制度の不存在に関して 

は、①その立法の不存在によって、同

すること自体が侵害されているわけではなく、そのような結合関係は、同性の者同士 

の事実婚として法的に保護されること、②簡易な届出によって関連する法制度全体 

の適用を一度に受けることはできないとしても、関連する法制度の趣旨に即して個 

別に適用ないし類推適用を受けることはでき、また、婚姻によって発生する扶養義務 

や婚姻費用分担義務、離婚による財産分与や法定相続分等、婚姻の基本的かつ重要な 

法的効果の一部については契約で代替する方法があること、③法律 

異なるものの、人口比率で約93％相当の人々が居住する自治体がパートナーシッ 

プ制度を導入し、多くの民間企業が、同性の者同士の形成・子育てを異性の者同士と 

同様に支援する取組が広がっ

10
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特例法による法律上の性別の変更を経て法律婚を選択することができること等の事 

情も指摘することができる。

(I) 以上の事情を総合すると、同性の者同士に係る家族に関する法制度の不存在 

を原因として本件区別取扱いが生じているこどについては、全体としてはなお、憲法 

2 4条2項が立法府に与えた裁量権を考慮した場合に、事柄の性質に応じた合理的 

な根拠に基づかないとまで断じることが困難であり、憲法
14条1項に違反すると 

まではいえない。

オ小括

以上のとおり、本件諸規定又は同性の者同士に係る家族に関する法制度の不存在 

によって生じる本件区別取扱いが憲法14条1項に違反する旨の控訴人らの主張は 

採用することができない。

(4) 本件諸規定が憲法24条2項に違反するか(争点(3))について(判決書第4の

3)

憲法24条の要請、指針に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択 

決定が上記のとおり国会の多方面にわたる検討と判断に委ねられているものである 

ことからすれば、婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法24条1 

項、 14条1項に違反しない場合に、更に憲法24条2項にも適合するものとして是

認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響に 

つき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を 

欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか 

否かという観点から判断すべきものとするのが相当である(前掲最高裁平成27年 

12 月16日大法廷判決〔10 23 号〕参照)。

争点(1)及び争点(2)において説示したとおり、本件諸規定は、憲法24条1項、 14 

条1項に違反しない。そして、異性の者同士の婚姻を法律婚制度として具体化し、そ 

の具体的な要件及び効果を定める本件諸規定が、同性の者同士に係る家族に関する 

法制度を含まないものであるとしても、これまで説示したような状況の下で直ちに



したがって、本件諸規定は、憲法24条2項に違反するものではない。

(5 ) 小括(判決書第4の4(3))

本件諸規定又は同性の者同士に係る家族に関する法制度の不存在は、前記｛2)～(4)

のとおり、控訴人らが主張する憲法24条1項、 2項、 14条1項に違反するとまで

断じられない。取り分け、国会との関係では、審議は開始されないものの、複数回、

, 法律案が提出され、審議が求められている。憲法が立法裁量に委ねた事柄について、

会内で審議が求められている以上、憲法は、国会がその審議を尽くした上で、同性

10 の者同士に係る家族に関する法制度の選択決定をすることを求めていると解される。

人が性自認等に従った法令上の取扱いを受けることは、人の人格的存在と結びつい

た重要な法的利益であるから、このままの状況が続けば、憲法13条、 14条1項と

の関係で憲法違反の問題を生じることが避けられないが、現時点では、まずは国会内

15 法上違法の評価を受ける場合に当たるどはいえない。

したがって、控訴人らが主張する国家賠償法上の違法があるとは認められない。

4 結論

そうすると、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件各控訴

はいずれも理由がないから、これを棄却することとする。
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